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績
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建
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。
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一
七
年
禰

（
㌧
r
⇒
ユ
哩
鶉
畠
○
）
が
廣
東
省
の
上
川
島
を
経
て
ヵ
ン
ト
ン
に
來

カ
ン
ト
ン
貿
易

海
關
及
び
關
臨
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關
監
督
　
視
三

二
剃
贔

輸
入
禁
止
及
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湖
限
　
強
酒
禁
庇
及
び
嗣
限

行
商

外
國
商
館
及
び
外
人
の
生
活

貿
易
方
法
及
び
貿
易
品

結
論

　
　
　
ガ
ン
ト
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貿
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四
二

禮

佐

て
貿
易
し
た
の
は
、
近
世
敵
洲
人
翠
煙
の
最
初
で
あ
る
。

ポ
ル
ト
ガ
ル
入
は
印
度
の
ゴ
ア
及
び
マ
レ
イ
孚
島
の
マ
ラ

ッ
カ
を
占
領
し
、
そ
こ
を
根
糠
こ
し
て
支
那
に
來
る
や
う

に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
次
で
ス
ペ
イ
ン
人
は
ブ
イ
リ
ツ

ビ
ン
を
占
領
し
て
之
を
根
無
こ
し
て
雄
馬
省
に
來
り
、
十

七
惜
一
紀
臼
†
々
に
は
和
需
園
人
は
ジ
ヤ
ヅ
ァ
を
取
り
、
ワ
r
、
れ
か

ら
支
那
に
薫
り
、
英
下
燃
は
や
、
浮
れ
、
明
末
に
一
度
カ

ン
ト
ン
に
來
た
が
、
清
初
に
至
り
、
海
上
の
勢
力
が
和
蘭

を
座
倒
す
る
や
う
に
な
っ
て
か
ら
盛
に
貿
易
に
來
る
や
う

に
な
っ
た
。

　
明
末
清
初
の
頃
、
欧
洲
船
の
三
皇
地
は
必
ず
し
も
一
定

し
て
み
な
か
っ
た
。
上
川
島
、
浪
論
士
ス
漢
門
港
外
の
萬

山
｛
訴
…
島
）
、
カ
ソ
ト
ン
、
白
水
州
ド
、
一
榎
門
、
鮒
紫
藩
四
、
塩
マ
波
笹
り
が

（　4L）　）



そ
の
お
も
な
所
で
あ
っ
た
◎
然
し
之
等
は
地
方
官
憲
に
購

嫁
し
、
叉
は
武
力
に
由
て
牛
ば
海
賊
的
に
貿
易
し
た
も
の

で
あ
る
。
清
朝
は
國
防
並
に
海
賊
取
締
等
の
見
地
か
ら
最

初
鎖
國
主
義
で
海
港
を
卦
鎖
し
て
み
た
が
、
康
煕
二
十
二

塞
嘆
）
、
江
蘇
．
細
江
、
編
建
、
廣
東
の
四
鏡
に
海
關

を
置
き
、
そ
の
翌
年
内
外
人
の
貿
易
を
許
可
し
だ
。
皇
朝

通
考
（
巷
三
十
三
市
鵜
考
）
に
、
康
熈
二
十
三
年
、
詔
開
海
禁
、
…
…

…
上
日
、
百
姓
樂
於
沼
海
居
住
、
原
因
海
上
可
以
貿
易
捕

逸
、
先
綾
海
冠
故
、
海
禁
不
開
、
今
海
樽
廓
清
更
何
所
待
。

下
九
卿
管
事
訳
通
議
尋
議
、
今
海
外
量
定
、
定
心
塩
湖
設

立
官
兵
駐
劉
、
直
隷
山
東
江
南
三
江
旛
建
廣
束
昏
省
先
定

海
禁
覇
権
之
例
、
癒
盤
行
停
止
」
ビ
あ
る
。
常
時
開
放
し

た
の
は
右
の
海
關
を
無
い
π
四
省
で
あ
っ
て
、
．
即
ち
江
蘇

省
の
上
海
、
漸
江
省
の
点
数
（
舟
山
列
島
の
中
）
、
寧
波
、

石
建
省
の
厘
階
、
墨
東
省
の
カ
ン
塾
ン
で
あ
っ
π
。
そ
の

事
は
皇
朝
蓮
考
巻
三
十
三
の
康
熈
二
十
四
年
の
條
、
貿
易

船
の
課
税
率
を
各
省
同
一
に
す
る
こ
ご
、
し
た
條
に
「
至
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江
漸
軍
卒
卵
管
開
海
、
若
不
書
…
恐
啓
外
夷
趨
避
之
端
、

鷹
照
狸
省
量
減
、
此
等
丈
抽
般
電
装
載
回
國
、
一
因
風
水

不
順
、
瓢
至
議
題
、
査
験
印
罪
障
便
移
行
、
其
々
省
印
烙

船
隻
往
外
國
貿
易
者
、
亦
照
此
例
し
ご
あ
る
。
郎
ち
毫
濁

な
ざ
は
清
澄
こ
な
っ
て
閉
鑛
さ
れ
た
が
右
の
各
港
は
内
外

船
こ
も
寄
港
を
許
可
し
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
か
く
開
國

政
策
を
ご
つ
た
結
果
、
支
那
入
の
南
洋
フ
イ
ソ
ッ
ピ
ソ
、
　
。

ジ
ヤ
ヅ
ァ
方
面
に
貿
易
に
往
く
者
非
常
に
多
く
、
下
等
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

地
が
海
賊
の
根
忌
地
で
あ
る
の
に
、
支
那
人
に
は
船
を
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

く
造
っ
て
、
之
を
こ
の
地
方
に
責
り
、
藩
論
ビ
土
ハ
に
禁
制

品
軋
る
米
を
輪
出
し
、
更
に
之
等
の
地
に
移
住
し
、
つ
ま

り
海
賊
を
助
け
る
者
が
多
、
）
こ
い
ふ
の
で
、
康
熈
五
十
六

集
セ
靴
一
）
支
那
商
船
の
之
等
南
洋
に
至
る
も
の
に
訂
し
、

造
船
の
印
烙
及
び
結
軍
（
鑑
札
）
を
與
へ
、
そ
の
取
締
り
を

嚴
に
し
、
貿
易
船
の
米
の
携
帯
額
を
一
定
し
、
外
國
に
壷

船
す
る
こ
ご
を
巌
禁
し
、
海
外
移
住
を
禁
じ
、
外
國
船
で

露
る
者
は
死
刑
に
序
す
る
こ
ε
に
し
、
海
外
貿
易
船
は
三

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
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一
號
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年
以
内
に
館
費
せ
し
む
る
こ
ご
に
し
た
。
か
く
國
防
上
の

理
由
か
ら
漸
く
鎖
國
主
義
に
傾
き
、
雍
正
五
年
（
一
七
二
七
年
）
に

は
、
「
豊
玉
五
十
六
年
、
定
例
出
際
貿
易
人
民
三
年
之
内
准

其
回
籍
、
其
五
十
六
年
以
後
私
盲
者
、
不
得
狗
縦
入
口
、

久
已
遵
行
在
案
、
又
現
住
外
洋
早
船
、
或
聖
上
人
数
不
符
、

或
年
貌
互
異
者
、
帥
係
頂
替
私
蓄
、
癒
嚴
飾
守
口
官
、
於

洋
船
回
時
、
冊
封
照
票
、
細
金
稽
査
、
如
有
情
弊
、
將
船

戸
與
汎
ロ
官
員
分
別
治
罪
、
黒
影
憩
洋
船
出
入
総
在
郷
門

勢
門
廿
才
、
嗣
後
別
所
口
窄
概
行
嚴
禁
」
（
鷹
．
朝
通
考
、
巷
三
十
三
）
ご
定

め
、
取
締
上
か
ら
支
那
船
の
外
國
貿
易
に
從
慨
す
る
者
も

旙
建
、
廣
束
の
二
省
で
は
歯
黒
、
カ
ン
ト
ン
に
限
っ
た
。

之
は
勿
論
外
國
船
に
も
適
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
之
よ
り

先
順
治
四
年
（
一
六
四
レ
U
拝
一
ま
）
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
は
、
漢
門
占
領
そ

の
他
の
海
賊
的
行
爲
の
爲
に
支
那
に
來
り
て
貿
易
す
る
こ

墓
禁
せ
ら
れ
た
。
皇
朝
蓮
考
（
巷
三
十
三
）
同
年
の
條
に
、
佛

朗
西
國
（
ボ
〃
ト
ガ
膨
の
こ
定
）
互
市
入
、
禁
止
入
省
、
戸
部
議
覆
、
爾

廣
総
督
修
養
甲
疏
言
、
佛
朗
西
乱
入
寓
居
濠
鏡
湊
（
漢
門
の
こ
定
）

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
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號
　
　
四
四

以
携
來
番
貨
、
輿
男
望
互
市
、
蓋
巳
有
年
、
後
深
入
省
會
、

至
於
活
量
、
遽
行
禁
止
、
今
邪
臣
以
通
商
筆
墨
爲
請
、
然

前
事
可
臨
、
適
量
前
明
崇
頑
十
三
年
（
一
六
四
〇
年
）
禁
其
入
省
之

例
、
愚
慮
商
人
載
貨
下
漢
貿
易
」
ご
あ
る
。
師
ち
等
時
已

に
ボ
川
ト
ガ
ル
入
の
直
接
貿
易
に
填
る
者
は
な
く
、
ス
ペ

イ
ン
人
は
最
初
か
ら
支
那
貿
易
に
熟
心
で
な
く
、
残
る
所

は
和
蘭
人
ご
英
吉
利
入
ご
で
あ
っ
た
。
然
し
和
蘭
人
の
支

那
で
優
勢
で
あ
っ
た
の
は
藁
箒
占
領
時
代
で
あ
っ
て
、
壷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

灘
を
鄭
成
功
に
逐
は
れ
て
か
ら
は
根
蝶
地
を
失
ひ
、
本
國

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

も
衰
へ
て
來
た
の
で
、
選
入
世
紀
に
な
っ
て
は
主
こ
し
て

支
那
に
蓮
商
に
來
る
の
は
英
吉
利
船
で
あ
っ
だ
。
英
國
は
塾

支
那
の
三
男
の
翌
年
（
一
六
八
五
年
）
、
束
印
度
會
証
が
、
カ
￥

ソ
に
商
館
を
置
く
こ
ご
を
許
さ
れ
、
同
愈
魁
は
一
六
入
九

年
第
一
船
を
カ
ン
ト
ン
に
邊
つ
た
。
之
よ
り
響
き
英
人
は

鄭
氏
蒔
代
に
壁
灘
で
貿
易
を
開
始
し
、
又
厘
門
に
商
館
を

乏
い
π
が
、
豪
溝
は
支
那
領
こ
な
っ
て
閉
鎖
さ
れ
、
厘
門

寧
波
等
は
難
視
が
高
く
、
商
品
の
集
散
が
少
い
の
で
膚
ら



之
を
放
棄
し
、
十
七
世
紀
の
末
に
は
英
人
の
貿
易
は
カ
ン

ト
ン
に
集
中
さ
れ
だ
。
（
闘
）
和
蘭
人
も
同
檬
で
、
海
溝
を

失
っ
て
か
ら
厘
門
で
貿
易
し
た
こ
ご
も
あ
る
が
、
雍
正
の

頃
か
ら
カ
ン
ト
ン
に
來
る
こ
ご
に
な
つ
だ
。
皇
朝
通
考

（巻

ﾋ
考
、
荷
囎
）
に
、
当
量
初
年
通
市
不
乱
、
夏
秋
交
直
廣
、

由
虎
門
入
口
、
至
多
乃
回
、
歳
豊
楽
常
」
ご
あ
る
Q
か
く

て
事
實
上
カ
ン
ト
ン
が
支
那
唯
一
の
開
港
場
こ
な
っ
た
の

は
十
入
世
紀
の
初
で
あ
る
。
師
ち
明
烏
謝
欧
貿
易
の
開
始

か
ら
十
七
糧
紀
の
絡
り
頃
迄
は
支
那
の
近
世
貿
易
史
上
の

．
第
一
期
で
あ
っ
て
、
開
港
場
も
、
貿
易
制
度
等
も
叫
撫
し

な
か
っ
た
。
十
八
世
紀
初
期
か
ら
鴉
片
戦
孚
迄
の
百
四
十

年
間
が
第
二
期
で
、
こ
の
時
期
は
支
那
は
極
端
な
排
外
保

守
的
な
貿
易
制
度
を
確
立
し
て
外
入
を
苦
し
め
、
開
港
場

も
事
實
上
ヵ
ン
ト
ソ
の
一
壷
に
限
っ
た
時
代
で
あ
る
。
こ

の
特
殊
の
時
期
を
私
は
カ
ン
ト
ン
貿
易
時
代
こ
い
ふ
。
し

か
し
て
鶉
片
載
孚
か
ら
磁
界
大
戦
後
迄
の
入
十
年
間
は
前

期
の
反
動
ビ
し
て
支
那
は
諸
電
命
か
ら
治
外
法
樺
、
専
管

　
　
　
　
カ
ン
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貿
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研
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下
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．

居
留
地
設
定
、
粛
殺
樺
の
束
縛
等
を
課
せ
ら
れ
、
風
入
の

墜
迫
に
苦
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
さ
て
十
八
世
紀
初
期
に
支
那
は
開
港
場
を
事
至
上
カ
ン

ト
ン
に
限
っ
た
が
未
だ
法
律
を
以
て
一
定
し
た
の
で
は
な

い
。
前
述
の
如
く
厘
門
も
開
港
場
で
あ
る
し
、
上
海
、
寧

波
、
定
海
、
乍
豊
漁
皆
閉
鎖
さ
れ
た
の
で
は
な
い
Q
但
ヵ

ン
ト
ン
以
外
は
外
入
は
課
税
が
重
い
の
こ
、
商
況
不
振
な

の
で
商
館
を
置
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
Q
如
簾
諸
王
は
支

那
の
貿
易
船
（
無
芸
ち
呆
及
び
南
洋
各
國
へ
の
貿
易

船
の
出
入
港
こ
な
っ
て
み
だ
。
勿
論
カ
ソ
ト
ン
の
貿
易
獅

占
は
外
商
側
か
ら
見
れ
ば
頗
る
苦
痛
で
あ
っ
て
、
カ
ン
ト

ン
の
地
方
官
憲
、
監
督
及
び
行
商
は
こ
の
猫
跨
的
地
位
を

利
用
し
て
成
る
べ
く
課
税
を
重
く
す
る
。
そ
こ
で
英
魂
東

印
度
會
就
は
、
一
七
五
五
年
（
乾
隆
ご
○
年
）
、
通
事
ハ
リ
ソ
ン

（
凄
ρ
灘
．
騨
9
」
）
、
フ
ソ
ソ
ト
（
蜀
密
鹸
縮
洪
）
融
融
を
寧
波
に
派

し
、
官
憲
に
賂
癒
し
て
そ
の
開
港
を
促
し
旋
。
（
二
）
之
は

勿
論
カ
ン
ト
ン
海
馬
の
重
課
に
苦
し
み
、
之
を
牽
制
す
る

　
　
　
　
　
　
第
†
五
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爲
で
あ
っ
た
が
、
カ
ン
ト
ン
で
は
同
地
の
濁
占
が
打
破
さ

れ
る
の
を
恐
れ
、
爾
廣
総
督
揚
懇
堀
等
卒
先
之
に
反
歯
し

寧
波
の
税
則
を
改
正
し
、
且
つ
「
向
來
洋
船
倶
由
贋
東
牧

口
、
経
男
海
海
稽
聖
母
税
，
其
漸
省
之
寧
波
不
過
偶
然
一

至
、
近
來
露
華
勾
串
漁
利
洋
船
、
至
寧
波
者
甚
多
、
將
來

番
舶
雲
集
、
留
立
目
久
、
將
又
成
騒
省
之
黒
円
尖
、
於
海

黄
重
地
民
風
土
苦
闘
有
嗣
係
、
是
以
土
定
章
定
、
競
馬
梢

重
、
則
洋
商
無
所
利
而
不
來
、
以
示
限
制
電
、
並
不
在
堰

税
也
」
（
皇
覇
通
考
、
巻
二
十
七
、
征
催
考
）
こ
い
ふ
命
倉
を
出
し
う
且
つ
英
人

の
寧
波
に
來
・
こ
墓
禁
じ
た
。
皇
朝
通
考
（
六
書
獄
m

利
）
に
「
先
是
其
互
市
塵
、
華
墨
廣
、
或
露
華
、
二
十
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　

（一

ｶ
）
部
議
英
吉
利
不
準
赴
漸
貿
易
、
於
是
皆
牧
泊
廣
東

嶺
夏
秋
交
由
虎
門
入
口
」
ご
あ
る
Q
か
く
て
一
七
五
七
年

支
那
は
外
船
來
舶
の
港
を
カ
ン
ト
ン
一
港
に
限
っ
た
。
但

し
支
那
の
貿
易
船
の
出
入
港
は
依
然
他
の
港
に
も
許
し
て

み
た
の
で
あ
る
Q

、
カ
ン
ト
ン
即
ち
巽
東
省
城
の
地
は
本
名
贋
州
、
二
番
偶

　
　
　
　
　
　
第
十
五
徐
一
　
第
一
驚
卵
　
　
　
四
山
ハ

縣
こ
い
ふ
。
外
人
は
省
名
ご
混
同
し
て
カ
ン
ト
ソ
ご
い
ふ
。

そ
の
地
珠
江
の
三
角
洲
に
あ
っ
て
．
、
水
陸
交
通
の
要
衝
を

占
め
、
古
來
南
支
那
第
一
の
商
業
地
で
あ
る
。
已
に
宋
の

初
に
市
舶
司
ご
溢
す
る
税
關
が
置
か
れ
た
庭
で
あ
る
。
そ

の
河
口
、
郎
ち
三
角
江
の
雛
型
に
虎
門
要
塞
が
あ
る
。
清

機
外
薄
墨
の
カ
ン
ー
・
ン
に
入
る
者
は
、
先
づ
漢
門
に
至
り

そ
こ
の
支
那
地
方
官
（
軍
民
同
質
、
外
人
の
云
ふ
8
。
・
o
§
ゐ
）

か
ら
許
可
書
を
受
け
、
虎
門
を
過
ぎ
、
カ
ン
小
ン
の
や
、

下
流
の
受
苦
に
投
錨
し
た
の
で
あ
る
ゆ
支
那
人
が
開
港
場

を
カ
ン
ト
ン
に
限
っ
た
の
は
、
外
人
の
侵
賂
的
野
心
を
恐

れ
、
之
を
要
害
の
地
た
る
カ
ン
ト
ン
に
限
る
こ
ご
を
便
こ

し
た
爲
で
あ
る
こ
ご
は
、
前
掲
の
皇
朝
蓮
考
の
記
事
に
歯

て
も
明
か
で
あ
る
。
墨
入
は
勿
論
カ
ン
ト
ソ
來
航
を
望
む

の
で
あ
る
が
」
こ
の
一
介
に
限
ら
れ
た
の
は
非
常
な
苦
痛

で
あ
っ
て
，
、
外
人
は
機
會
あ
れ
ば
、
他
の
母
港
を
追
ら
ん

と
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
鴉
片
戦
爾
の
時
、
英
國
外
務
卿

パ
ー
マ
ー
ス
ト
ン
卿
が
遠
征
軍
司
倉
官
エ
ジ
ォ
ッ
ト
提
督

（　．s6　）



　
に
與
へ
た
行
纒
中
に
も
、
カ
ソ
ト
ン
、
駿
州
、
・
厘
…
門
、
上

海
、
寧
波
の
開
港
を
聰
る
べ
き
こ
ご
が
あ
る
（
三
）
か
く
て

開
港
場
問
題
も
百
四
十
年
問
、
支
那
政
府
…
ご
外
人
ご
の
事

　
の
種
ε
な
っ
て
、
結
局
戦
孚
に
由
て
そ
の
結
末
を
つ
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
第
二
章
　
海
關
及
び
關
税

　
海
關
　
支
那
は
心
土
廣
大
で
、
各
地
方
が
天
然
資
源
、

産
物
、
経
濟
事
情
を
異
に
し
、
政
治
上
、
財
政
上
に
も
地

四
方
分
樺
制
度
が
行
は
れ
て
る
る
か
ら
、
政
治
上
、
二
恩
上

か
ら
見
れ
ば
一
の
聯
邦
國
家
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
随
っ

て
國
内
各
地
相
互
聞
の
貿
易
は
恰
も
外
國
貿
易
の
如
き
観

が
あ
る
。
由
て
支
那
で
は
極
め
て
古
く
か
ら
肝
内
の
重
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
隊
商
路
、
港
、
運
河
及
び
市
場
に
關
を
斎
い
て
税
（
↓
。
ε

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
徴
し
た
。
清
朝
の
制
度
で
は
關
に
戸
部
管
轄
の
戸
關
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　

工
部
管
轄
の
工
響
あ
っ
た
。
欽
定
大
清
盆
ハ
（
鉾
六
）
に

「
潜
戸
閣
之
属
二
十
有
四
。
京
城
難
文
円
、
左
翼
、
右
翼
、

通
州
坐
貯
蓄
、
直
隷
天
津
關
、
山
海
關
、
張
家
口
、
山
西

　
　
　
　
カ
ン
寮
ン
留
言
易
の
研
究
　
（
下
田
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

殺
虎
口
、
鶴
化
城
。
山
東
臨
清
關
、
江
蘇
江
海
關
、
濡
壁

關
、
潅
三
重
兼
翻
身
口
、
七
重
關
兼
由
關
、
西
新
關
、
安

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　

徴
鳳
陽
關
、
蕪
湖
關
、
江
西
九
江
關
、
鞭
關
、
編
建
閾
海

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む

閣
、
藩
主
漸
海
亀
、
北
新
關
、
廣
東
塩
海
關
、
太
不
落
。

其
殺
虎
ロ
、
臨
清
關
、
蕪
湖
南
、
由
馬
所
西
之
工
關
、
倶

蹄
工
部
管
理
。
し
ご
あ
っ
て
、
戸
關
は
二
十
四
個
所
、
そ
の

中
の
四
個
所
に
は
工
關
が
併
置
さ
れ
て
あ
っ
た
。
省
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

冬
關
の
外
に
重
要
商
業
地
に
廠
又
は
關
こ
い
ふ
の
が
あ
っ

て
、
税
を
徴
し
、
ま
た
上
記
各
關
の
下
に
主
要
地
に
出
張

所
又
は
監
視
所
の
如
き
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
の
中
軍
馬
す

　
　
　
　
　
む
　
　

べ
き
も
の
は
海
面
で
あ
る
。
海
閣
は
戸
關
の
一
種
で
あ
る

が
、
特
に
江
蘇
、
浪
江
、
輻
建
、
廣
東
の
四
二
に
置
い
た

も
の
で
、
帥
ち
海
外
貿
易
に
從
腐
す
る
船
及
び
そ
の
貨
物

に
課
税
す
る
官
衙
で
あ
っ
て
、
今
日
の
海
關
の
至
極
を
な

す
も
の
で
あ
る
。
歯
数
は
宋
、
元
、
明
に
は
市
舶
司
こ
い

つ
だ
も
の
で
あ
る
。
海
關
の
設
置
に
つ
き
、
清
の
瀟
令
裕

の
聾
東
市
舶
論
に
「
康
熈
二
十
四
年
從
彊
吏
之
請
、
設
江

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
第
一
撃
　
　
四
七

（47）



　
　
　
　
カ
ン
ト
ン
貿
易
の
研
究
（
下
田
）

海
關
、
聖
上
關
、
閾
海
關
、
磐
海
瀬
」
ご
あ
る
が
、
皇
朝
勉
考

（巻

?
考
）
康
熈
四
＋
七
の
條
に
、
米
債
輸
出
禁
止
属
行
の

爲
、
海
關
を
閉
話
し
、
鎖
國
を
断
行
せ
ん
こ
ご
の
串
鴇
で

に
写
し
、
一
葬
戸
部
議
、
自
康
熈
二
＋
二
年
中
一
六
八
三
年
）
、
開
設
海

關
、
海
樽
寧
譲
、
商
民
爾
盆
、
不
便
禁
止
」
ご
い
っ
て
、

之
を
却
下
し
た
こ
ご
が
載
っ
て
み
て
、
明
か
に
潔
斎
二
十

二
年
に
設
澱
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
Q
し
か
し
て
そ
の
翌
年

（…

蒼
?
四
年
）
に
は
「
購
霧
潔
」
暴
す
・
外
國
貿
易
の

「
瀾
風
定
拳
表
」
を
螢
表
し
た
。
皇
朝
蓮
考
（
巻
二
十
六
征
雛
考
）
康
熈

ご
十
三
年
の
條
に
、
「
定
筆
海
征
税
期
例
、
其
溝
口
内
橋
津

地
方
貿
易
、
点
描
抽
分
、
九
卿
審
議
覆
、
霜
雪
給
事
中
孫

慧
嘉
言
、
海
洋
貿
易
宜
設
立
事
官
股
税
、
鷹
…
如
所
講
得
旨
、

海
洋
貿
易
、
創
牧
税
課
、
若
不
定
例
、
恐
爲
商
質
累
、
當

　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　

照
關
差
例
、
差
部
院
賢
能
、
司
官
前
往
酌
定
則
例
経
嗣
、

郎
中
伊
骨
格
圖
酌
定
器
聡
警
粉
豊
野
、
奏
請
給
與
各
閣
定

例
欺
警
急
橋
滋
渡
野
鼠
黒
斑
諜
」
、
ご
あ
っ
て
、
こ
の
年
始

め
て
關
税
定
拳
表
こ
も
も
の
を
出
し
た
の
で
あ
る
、
但
し

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
第
一
號
　
　
　
四
入

こ
の
税
率
は
重
き
に
遇
ぎ
る
ご
い
ふ
の
で
下
記
の
如
く
ご

年
後
に
之
を
二
割
減
し
た
の
で
あ
る
。

　
監
督
　
關
の
長
官
を
監
督
こ
い
ふ
。
監
督
は
避
溢
閲
の

三
海
閣
は
地
方
官
（
溢
二
又
は
將
軍
）
が
兼
務
し
て
居
た
が

太
海
關
は
最
重
要
な
庭
で
あ
る
か
ら
、
設
置
當
初
か
ら
前

述
の
如
く
「
差
部
院
賢
能
」
こ
い
ふ
こ
ご
に
な
っ
て
み
て
、

大
漕
学
徳
（
戸
部
、
両
　
」
、
J
l
」
／
）
に
、
雷
戸
部
開
鉱
、
各
露
営
關
差
入
員

請
旨
簡
放
」
ご
明
記
し
て
あ
る
。
帥
ち
最
初
か
ら
戸
部
か

ら
直
派
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
男
望
關
の
第
唄
回
の
監
督

は
前
述
の
野
中
偉
爾
格
岡
で
あ
る
。
以
後
常
に
満
入
を
簡

派
す
る
定
で
あ
っ
た
。
こ
の
監
督
は
外
人
が
霞
。
℃
℃
o
（
戸

部
の
説
）
ご
欝
す
る
も
の
で
あ
る
Q
全
然
総
督
か
ら
猫
立

し
た
地
位
を
保
っ
て
る
る
。
何
分
阿
片
戦
雫
以
前
の
カ
ン

ト
ン
は
外
國
貿
易
の
唯
一
の
門
戸
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
海

關
の
長
官
こ
し
て
無
限
の
搾
取
を
な
し
得
る
監
督
の
地
位

は
、
支
那
で
も
最
も
役
得
の
多
い
羨
望
の
的
ε
な
っ
て
み

た
も
の
で
あ
っ
た
。
穿
っ
て
こ
の
地
位
を
得
る
に
は
莫
大

（48）



な
運
動
費
を
使
ひ
、
在
任
中
は
全
力
を
賛
し
て
行
商
及
び

外
商
か
ら
搾
取
し
、
牧
賄
し
、
　
一
方
に
は
そ
の
地
位
を
保

つ
爲
に
北
京
の
官
廷
に
甥
し
て
は
上
は
皇
帝
か
ら
下
は
妃

妾
、
観
官
に
至
る
ま
で
贈
賄
を
怠
ら
な
か
つ
π
の
で
あ
る
。

随
っ
て
貿
易
港
を
カ
ン
ト
ン
に
限
る
こ
ご
、
行
商
を
し
て

外
人
こ
の
取
引
を
繋
辞
せ
し
む
る
こ
ε
な
ざ
は
、
監
督
の

地
位
及
び
牧
入
の
維
持
、
増
進
及
び
そ
の
単
為
の
上
か
ら

維
饗
に
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
故
に
無
学
に
つ
い
て

の
外
人
の
愁
訴
、
歎
願
な
ざ
は
一
切
耳
を
傾
け
す
、
叉
之

を
政
府
に
取
次
が
ざ
る
は
勿
論
、
外
人
の
上
訴
は
之
を
嚴

写
し
て
み
だ
の
で
あ
る
。
結
局
阿
片
難
事
に
由
て
嵩
置
の

問
題
が
武
力
的
に
解
決
さ
れ
る
外
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

興
海
關
監
督
は
阿
片
戦
孚
後
ま
で
あ
っ
た
が
、
巳
に
カ
ン

ト
ン
の
貿
易
濁
占
が
打
破
さ
れ
、
行
商
が
康
止
さ
れ
、
次

で
外
語
貿
易
に
甥
す
る
課
税
事
務
は
外
入
の
詰
む
る
総
税

務
司
の
管
轄
に
請
し
、
次
で
蕾
關
の
事
務
ま
で
外
人
の
指

揮
す
る
海
關
に
諾
し
π
の
で
、
さ
す
が
の
監
督
も
全
く
有

　
　
　
　
カ
ン
ト
ン
貿
易
の
研
究
　
ハ
下
田
）

名
無
實
の
官
こ
な
り
、
結
局
一
九
〇
四
年
に
全
く
磨
止
さ

れ
π
の
で
あ
る
。
（
麗
）

　
親
牽
　
溝
朝
の
制
度
で
は
租
税
は
各
地
方
毎
に
割
賦
額

を
定
め
、
地
方
は
已
定
の
税
率
に
由
て
徴
税
し
、
割
賦
額

を
中
央
に
一
丁
納
す
る
制
度
で
あ
る
。
關
…
税
に
つ
い
て
は
、

各
關
に
正
額
（
本
）
ご
盈
籐
（
鮒
加
）
嘉
定
ま
っ
て
み
た
。
贋

東
海
…
…
關
は
正
額
銀
四
萬
｝
ご
千
五
百
ぬ
ハ
十
四
爾
…
、
　
盈
除
入
十

五
萬
五
千
五
百
爾
（
L
へ
清
會
典
事
例
、
巻
一
百
八
十
八
戸
部
關
税
、
）
ご
な
っ
て
み
た
。

そ
れ
故
官
吏
は
苛
鰍
群
雨
を
な
し
て
貢
納
額
を
み
た
し
、
，

更
に
私
腹
を
肥
や
す
こ
ご
を
努
め
る
。
税
傘
は
「
凡
紫
野

各
賢
士
＋
之
一
。
経
費
総
出
焉
、
無
学
則
取
其
盈
磐
（
漱

重
事
）
ご
あ
っ
て
、
霧
附
加
挽
共
に
課
税
品
の
從
便

　
　
む一

割
で
あ
る
。

課
挽
品
大
清
祥
典
（
群
六
）
に
、
冗
各
陶
貨
物
之
税
、

有
繋
物
税
、
有
食
物
挽
、
有
用
物
税
、
有
雑
貨
税
、
野
僧

皆
準
此
四
項
以
紫
黒
」
ご
あ
る
。
勿
論
課
税
方
針
は
全
然

つ
ご
　
コ
ノ

牧
入
主
義
で
あ
る
か
ら
、
生
活
必
需
品
た
る
食
料
品
、
被

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
第
一
號
　
　
　
四
九

（49）



　
　
　
　
カ
．
ン
｝
ン
貿
易
の
研
究
　
（
下
田
）

服
類
の
如
き
は
取
引
額
の
多
い
も
の
は
最
も
良
い
課
税
の

目
的
物
と
考
へ
ら
れ
π
。
之
等
は
凡
て
内
國
商
品
で
關
を

蓮
過
す
る
も
の
に
課
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
却
て
外
國

輸
入
の
贅
澤
品
を
免
税
ご
し
た
の
は
頗
る
滑
稽
で
あ
る
。

皇
朝
通
典
（
巻
十
五
、
食
貨
、
市
羅
）
に
、
「
藁
囲
＋
九
衆
㌫
八
）
定
廣

東
洋
夷
珍
珠
・
寳
石
等
不
灌
征
牧
税
課
例
Q
」
ご
あ
る
。

　
外
國
商
人
の
支
携
ふ
關
税
は
船
料
税
（
　
名
一
9
ロ
小
ソ
白
刃
塗
）
帥
ち
噸
税

を
主
ご
し
、
商
議
の
輸
入
税
、
官
吏
へ
の
心
付
部
ち
規
禮

銀
等
種
々
あ
っ
た
。
船
料
税
は
外
人
は
罎
○
霧
罎
①
已
○
暮

男
8
の
こ
い
ひ
、
そ
の
詳
細
は
皇
朝
文
献
通
解
（
巻
二
十
六
征
椎
考
）
康

煕
二
＋
四
衆
意
八
）
の
條
に
、
冤
外
庭
貢
船
齢
税
、
又
酌

減
洋
船
丈
諸
差
例
、
監
督
伊
爾
格
重
奏
言
、
聾
東
向
有
東

西
二
洋
画
國
宣
撫
交
易
，
係
市
船
提
暴
司
征
牧
空
士
、
明

隆
慶
五
年
（
一
五
七
｝
年
）
以
夷
人
三
連
好
欺
難
癖
査
験
、
改
定
丈

抽
之
例
、
蕪
雑
大
小
以
爲
額
税
、
西
洋
船
定
爲
九
等
、
後
因

夷
人
産
量
量
減
、
抽
三
分
、
東
洋
船
定
爲
四
等
、
我
朝
未

豊
海
以
前
、
洋
船
詣
婁
、
照
臨
丈
抽
、
但
往
日
多
載
珍
奇

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
第
嚇
號
　
　
　
五
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

今
係
日
用
雑
物
、
今
昔
殊
異
、
講
於
原
額
之
外
、
再
減
二

階
（
二
劇
の
こ
ミ
）
、
東
洋
船
亦
照
例
行
言
あ
っ
て
、
・
の
年
に

税
傘
を
輕
減
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
税
峯
は
大
喜
海
狸
事

例
（
巻
一
百
八
十
八
戸
部
、
閥
税
）
に
、
「
船
税
、
束
縛
第
一
等
大
爽
板
船
、

長
七
丈
四
斑
尺
、
．
闊
二
丈
一
二
尺
、
長
闊
相
乗
、
得
十
有

入
丈
、
徴
税
銀
一
千
四
百
爾
、
第
二
等
回
板
船
、
及
烏
臼

艘
船
、
長
七
丈
触
、
闊
二
丈
＝
】
尺
、
長
闊
相
乗
、
得
十

右
帰
五
丈
四
尺
、
州
祝
千
一
百
爾
、
第
一
ご
等
長
滋
ハ
丈
鈴
帥
、
闊
一

事
五
六
尺
、
二
塁
相
乗
、
得
入
丈
、
税
四
百
爾
、
康
煕
二

十
四
年
准
逓
減
二
分
、
西
洋
一
等
、
二
等
、
三
等
爽
板
船

均
東
洋
船
棚
徴
牧
、
西
洋
第
一
等
船
、
原
題
銀
三
千
五
百

爾
、
第
二
回
船
、
原
徴
銀
三
千
爾
、
第
三
等
船
、
原
徴
銀

二
千
五
百
爾
、
康
煕
三
十
七
年
均
改
照
東
洋
例
」
。
師
ち
船

視
は
船
を
大
い
さ
に
由
て
三
等
に
遜
食
し
、
等
級
に
随
ひ

累
進
的
に
課
税
し
だ
の
で
あ
る
。
街
皇
朝
通
町
（
巻
三
十
三
市
輔
考
）

乾
隆
元
年
（
一
七
三
六
年
）
の
條
に
、
「
膜
聞
、
外
洋
紅
毛
爽
板
船
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
至
輸
挽
之
法
、
毎
期
按
櫟
頭
、
徴
銀
二
千
爾
左
右
、
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ロ
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
　
　
む

再
照
日
抽
其
貨
物
之
税
、
此
向
三
三
。
…
…
…
而
於
額
税

之
外
、
將
三
所
三
三
貨
丁
銀
、
三
六
】
分
之
税
（
一
割
の
こ
ぜ
）
、

　
　
　
　
　

名
日
録
邊
、
亦
與
奮
例
不
符
、
膜
思
…
…
…
至
於
加
添
緻

途
尤
非
、
朕
三
郎
遠
入
監
意
、
著
該
督
査
照
蕾
例
、
按
数
裁

減
、
並
將
朕
旨
三
論
各
夷
人
知
之
。
」
ご
あ
る
。
之
は
雍
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
年
（
一
七
ご
入
年
）
以
來
、
船
税
の
外
に
、
緻
逡
ご
総
し
、
商
品

及
び
銀
に
回
し
、
從
債
一
割
の
輸
入
税
を
課
し
た
の
で
あ

る
が
、
こ
の
時
に
之
を
狂
し
た
の
で
あ
る
。
　
（
跨
昌
。
コ

Ω
営
P
婁
○
三
三
。
℃
．
H
O
。
。
）
し
か
し
て
船
具
徴
牧
の
爲

船
の
大
い
さ
を
測
定
す
る
に
は
「
船
生
益
巻
藁
計
、
以
船

計
、
以
梁
頭
計
、
景
雲
丈
尺
以
超
科
」
（
大
釜
會
典
総
十
六
）
ご
あ
っ

て
、
前
帯
か
ら
後
摘
ま
で
の
距
離
を
長
さ
ご
し
、
中
央
の

幅
を
廣
さ
ご
し
、
こ
の
適
者
の
積
を
船
の
大
い
さ
ご
し
て

課
税
標
準
こ
し
た
の
で
あ
る
。
之
に
つ
き
、
モ
レ
ス
は

之
鵠
び
轟
箕
○
瓜
。
暮
弩
O
o
欝
三
塁
o
P
寓
。
馨
窪
…
団
磐
舜
毛
9
0

仁
よ
り
嘉
慶
時
代
の
標
準
に
よ
り
一
等
船
の
税
金
そ
の
他

を
次
の
通
り
計
算
し
て
み
る
O

　
　
　
　
カ
ン
ト
ン
貿
口
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の
研
究
　
（
下
田
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Q
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三
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・
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Q
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卜
3
“
c
。
．
鵠
q
。

右
は
長
さ
九
十
七
眠
四
吋
、
幅
三
十
｝
沢
一
吋
、
総
噸
数

四
百
二
十
噸
（
登
簿
噸
に
し
て
三
百
七
十
五
噸
）
の
一
等
船

　
　
　
　
　
　
第
十
五
谷
　
第
一
號
　
　
　
五
一
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田
）

の
船
税
で
あ
る
。
こ
の
中
正
税
は
千
百
入
十
七
爾
徐
で
あ

っ
て
、
他
は
皆
不
規
則
の
課
税
で
あ
る
。
殊
に
入
港
料
、

着
港
料
等
合
せ
て
千
九
百
辛
南
は
全
然
法
黒
総
齢
典
）

に
規
定
さ
れ
な
い
も
の
で
、
三
つ
こ
の
千
九
百
五
十
爾
は

船
の
等
級
に
係
ら
す
一
思
に
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
右
の
三
千
二
百
除
爾
の
中
、
正
税
ご
入
港
税
、
串
港

税
等
を
合
し
た
も
の
は
二
千
除
爾
に
な
る
、
乾
隆
帝
の
詔

勅
に
「
徴
募
二
千
爾
…
左
右
」
ご
あ
る
の
は
そ
れ
で
あ
る
。
他

の
千
函
南
は
強
く
監
督
へ
の
心
付
そ
の
他
に
徴
牧
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
表
に
○
鑓
裁
蔓
8
国
。
署
。
ご
あ
る
の
は
帥

ち
支
那
人
の
規
禮
銀
ご
幕
す
・
も
の
で
、
皇
朝
遮
考
（
雄

槻
櫃
）
乾
隆
二
＋
五
集
亀
ハ
）
の
條
に
、
「
議
除
磐
奪
璽

準
規
禮
名
邑
、
…
…
…
爾
廣
総
督
李
侍
露
等
奏
｝
欝
、
査
璽

海
關
外
洋
本
港
商
船
貨
物
出
入
、
向
墨
型
按
昭
則
例
征
牧

船
勧
之
外
、
別
有
官
単
為
人
通
事
忌
瓦
燈
等
規
禮
、
…
…

…
経
奏
報
蹄
公
。
」
ご
あ
る
。

　
モ
ー
ス
は
ま
た
O
無
筥
9
中
…
Ω
島
峯
。
℃
串
6
っ
島
に
よ
う
、

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
第
一
號
　
　
　
五
二

一
等
船
の
税
金
総
計
三
千
ご
正
野
十
五
爾
、
同
じ
く
四
百
二

十
噸
の
大
い
さ
で
二
等
級
の
船
は
二
千
六
百
六
十
六
爾
こ

し
、
そ
れ
が
英
貨
八
百
八
十
九
傍
に
あ
た
る
。
こ
の
大
い

さ
の
船
は
交
職
工
）
な
ら
ば
僅
に
ご
＋
傍
の
噸
税
で
足
り

る
ご
し
て
み
る
Q
省
一
等
級
の
船
が
税
金
総
計
三
千
二
百

五
十
爾
支
梯
ふ
ご
す
れ
ば
外
に
黄
浦
に
三
個
月
間
滞
在
す

る
滞
在
料
金
千
五
十
爾
、
煙
草
代
、
酒
代
等
の
支
那
官
憲

へ
の
毎
日
の
心
付
二
百
爾
で
総
計
四
千
五
百
爾
、
師
ち
英

貨
換
算
千
五
百
傍
を
要
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
か
、
る

隠
里
な
入
港
料
を
支
彿
ひ
、
埠
頭
、
凌
藻
、
照
明
、
給
水

衛
生
等
何
等
港
々
設
備
を
し
て
あ
る
諜
で
な
い
か
ら
こ
の

税
金
は
全
く
の
只
彿
で
ひ
あ
る
。
加
ふ
る
に
船
内
必
需
品

の
供
給
が
濁
占
制
度
で
あ
る
か
ら
殆
ざ
毎
日
多
大
の
損
失

を
招
く
の
で
あ
る
。
故
に
、
外
商
は
直
接
商
品
の
輸
入
税

（
眞
の
意
味
の
）
を
負
悪
し
な
か
っ
た
ε
は
云
へ
、
そ
の
負
警
決

し
て
輕
く
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
輸
入
品
は
真
菰
に
於
て
支
那
郷
の
憂
国
（
行
商
）
に
壷
り
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渡
さ
れ
、
そ
れ
以
後
は
外
商
は
一
切
…
關
号
し
な
い
。
輪
出

品
も
同
憂
に
外
商
に
壷
り
渡
さ
れ
る
前
に
、
保
塚
が
一
切

の
納
視
を
す
ま
す
、
故
に
こ
の
輸
入
品
、
輸
出
品
に
ご
の

玉
簾
税
さ
れ
た
か
は
明
か
で
な
い
が
、
之
は
前
蓮
の
如
く

内
國
品
同
書
森
、
及
び
耗
噸
）
合
せ
て
こ
割
（
警

を
課
せ
ら
れ
た
こ
見
る
べ
き
で
あ
る
。
之
は
勿
論
本
税
で

あ
っ
て
、
そ
の
他
幾
多
の
不
規
則
な
課
税
、
心
付
等
が
あ

っ
た
の
は
勿
論
で
あ
る
。
之
に
つ
き
皇
朝
通
電
（
春
二
十
七
征
梶
考
）

に
よ
れ
ば
、
乾
隆
二
＋
二
年
（
蕊
五
）
の
條
に
、
二
時
外
商

が
廣
東
海
嗣
の
課
税
が
重
い
た
め
に
、
寧
波
に
殴
り
て
貿

易
せ
ん
ご
す
る
に
つ
き
、
漸
海
關
の
課
税
を
廣
束
ご
同
一

に
す
べ
し
ご
し
た
中
に
、
「
、
自
讐
東
原
無
規
避
紹
鞍
点
關
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む

税
課
者
悉
傍
蕾
則
、
概
不
議
加
正
粉
之
外
、
彷
照
加
一
征

　耗
、
其
興
海
關
佑
債
一
項
、
係
將
該
商
出
ロ
貨
物
、
佑
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
α
o
o
o

債
値
、
按
贋
本
一
爾
征
牧
銀
四
分
九
籏
、
名
爲
分
頭
、
今

癒
選
照
辮
理
。
」
ご
あ
る
か
ら
、
正
税
、
附
加
税
各
↓
劉
宛

の
外
に
分
頭
ご
い
っ
て
從
債
四
・
九
％
の
税
が
輸
出
品
に

カ
ン
ト
ン
貿
易
の
研
究
　
（
下
田
）

課
せ
ら
れ
た
ご
見
え
る
。
か
く
課
税
が
不
規
則
不
公
正
で

外
入
は
支
那
の
官
吏
及
び
行
商
の
書
く
な
き
煙
筒
に
苦
し

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
だ
。
勿
論
之
は
外
人
の
永
く
堪

へ
ら
れ
る
所
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
結
局
鴉
片
戦
術
に

由
て
支
那
の
課
税
構
を
拘
束
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

常
時
英
國
外
務
卿
は
、
關
税
を
一
定
し
、
之
を
公
示
し
、

開
港
場
の
税
關
官
吏
に
由
て
徴
牧
さ
る
べ
き
こ
ご
を
要
求

し
て
み
る
。
（
五
）
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